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「クロスボーダー役務提供の増値税免税に係る管理弁法」
の最新改訂

中国国家税務総局（SAT）は 2014 年 8 月 27 日付けで、クロスボーダー役務提供に係

る増値税免税の取り扱いをより実態にそぐわせるため、営業税から増値税への徴収変

更における「クロスボーダー役務提供の増値税免税に係る管理弁法」（公告 2014 年第

49 号、以下「49 号公告」）を発布した。同公告は 2014 年 10 月 1 日より施行され、さら

には遡及適用を受けられる可能性もある。

49 号公告は納税者、とりわけ中国で営業展開する多国籍企業にとっては朗報である。

なぜなら、同公告は従前の増値税免税申請の実務的な課題を解決するだけでなく、増

値税改革パイロットプログラムの拡大に当たり、今後予想される増値税免税申請手続き

の便宜性も含んでいるからである。

中国では、増値税の課税対象や免税申請の取り扱いが絶えず変更されているため、本

アラートでは、これまでの関連情報を整理のうえ更新する。

KPMG の経験によれば、増値税免税の申請手続きで最も多い案件として、関連者間取

引において、移転価格税制に関わってくる契約書の取り扱いがある。また、増値税免税

の処理で頻度の高い例として、外国企業向けのコンサルティング業（例：専門サービス

企業）、クロスボーダー情報技術サービス業、中国へ輸出入する貨物の物流サービス業

などがある。

一方、増値税免税は、製品の販売の面では長期的に大きなメリットをもたらすが、実務

上、申請手続きに徒に時間が費やされ、かつ免除、控除、還付に関連した諸問題も散見

される。そのため、輸出増値税免税適用では、その多くが外国企業向けの貨物の輸出

サービスに適用されており、増値税暫定条例の規定により、納税義務者登録ができない

外国貿易企業には、当該サービスの提供に対応する仕入増値税の還付を享受すること

が困難となる。

背景
2014 年 9 月現在、中国増値税の課税対象は下記のとおりである。  
● 物品の販売または輸入

● 加工、修理、補修役務の提供

● 新興サービス業（例：コンサルティング、物流補助、 IT、研究開発および技術、文化

意匠、有形動産リースなどの各サービス業）

● 交通輸送業

● ラジオ・映画・テレビの製作、配給及び放映サービス
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● 郵便・電気通信業関連サービス

実務上では、不動産・建築業、生活関連サービス業（ホテル・飲食業を含む）、娯楽業、

金融保険業、一般的な「その他サービス業」などの業種に営業税納付が引き続き適用さ

れている。しかし、これらの業種についても増値税改革パイロットプログラムが漸次適用

される予定であり、早晩 2015 年中には全ての項目に対する営業税から増値税への徴

収変更を図る政府目標が達成されることになる。

2012 年の増値税改革パイロットプログラムの始動に伴い、中国の輸出サービスの一部

に対して増値税免税あるいはゼロ税率の税制優遇措置適用が可能になった。なお、増

値税免税とゼロ税率との違いは下記のとおりである。

類 型
増値税の

売上税額

関連仕入税額は増値税の

仕入控除対象となるか

ゼロ税率 なし 控除可

免税 なし 控除不可

現時点において、増値税ゼロ税率の適用対象となる課税サービスは、研究開発・設計・

中国国内の輸送業者による国際輸送サービスの一部などに限定されているのに対し、

増値税免税の対象となるサービスは多岐の業種にまで及んでいる。

中国増値税免税の適用は、OECD（経済協力開発機構）より、2014 年 4 月 17・18 日

付 の 公 表 に よ る 「 国 際 貿 易 に 対 す る 付 加 価 値 税 ま た は 物 品 サ ー ビ ス税 ガ イ ド ラ イ ン 」

（ In ternat ional  VAT/GST Guidel ines）で言及されている間接税の仕向地主義に則

ったものである。それは、仕向地主義採用の増値税（付加価値税）は、サービス提供者

の所在地ではなく、ボーダーコントロールによってサービス提供地で徴収されることにな

る。

ところで、間接税の課税については多くの国家が通常、仕向地主義を採用している。し

かしながら、中国では増値税免税の申請手続きが簡素化されていない。したがって、中

国で納税する外国企業は、自社が提供するサービス業務を証明するため、主管税務機

関に業務内容の詳解資料（中国語訳）を提供するなどのハードルがある。また、中国国

内の各省ごとに増値税免税の申請の取り扱いにも温度差があり、さらには、サービス対

象となる外国貿易企業は、中国で増値税の納税義務者登録を行えないことから仕入税

額控除が適用されない。このように、増値税免税措置は、単にキャッシュ・フローに便宜

を与えるだけではなく、企業の経済的利益とみなされるため、税務機関は増値税免税の

届出制度の厳格化を徹底させている。
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増値税免税が適用される業種   
増値税免税の対象となるサービス類型と免税条件を下記に纏めてみた。  

 
サービス類型 サービス業界 免税条件 

外国企業向けの

サービス（類型 1）

電気通信 
 

 国内企業が外国企業に提供する電気通信

サービス（基礎通信と付加価値通信サービ

スを含む）（例：国際ローミング） 

文化・クリエイテ

ィブ 
 外国企業に提供する商標著作権譲渡サー

ビス、知的財産権サービス 

物流補助 
 

 外国企業に提供する物流補助サービス（倉

庫保管サービスを除く） 

ラジオ・映画・テ

レビ関連 
 外国企業に提供するラジオ・映画・テレビ番

組（作品）の製作サービス 

情報技術  外国企業に提供するソフトウェア、電気回路

のデザインおよびテスト、インフォメーション

システム、業務プロセス管理 

研究開発と 

テクノロジー・ 
 外国企業に提供する技術移転、技術コン

サルティング 

 
 

サービス類型 サービス業界 免税条件 

サービス対象が中国

国外（類型 2） 
郵便事業関連  貨物輸出を対象とする郵便サービスおよび集荷・配達

サービス、あるいはすべて中国国外で提供を行う郵便

サービスおよび集荷・配達サービス 

有形動産賃貸  賃貸目的物が中国国外で使用される有形動産賃貸

サービス 

文化・クリエイテ

ィブ 
 会議・展示場が国外にある会議展示サービス 

 広告掲載地が国外にある広告サービス 

物流補助  保管地点が国外にある倉庫保管サービス 

ラジオ・映画・テ

レビ関連 
 国外の企業に提供するラジオ、映画、テレビ番組（作

品）、配給、放映 
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増値税免税の申請においては、香港とマカオ特別行政区は「国外」とみなされる。

これらの特別行政区では、固有の租税制度が施行されているためである。  
 

    増値税免税の申請手続きと要件  

増値税免税の申請手続きは、まず税務機関への「届出手続き」の作成から始ま

る。納税者は免税申請の際に必要となる証明書を同時に提出する必要がある。  

また、下記の書類も届出の際に必要である。省によってリストの詳細は異なるが、

北京市と上海市で公告された必要書類を次に列挙する。  

  クロスボーダー役務提供免税届出表  

  クロスボーダー役務提供契約書原本および写し  

  クロスボーダー役務を提供する主体が中国国外に在ることの証明書

（例：類型 2 のサービス）  

  国外の企業にクロスボーダー役務を提供する場合、サービス受入側の

所在地が国外に在ることを証する書面（例：国外にある受入企業の登

録証明書）  

  銀行発行の当座勘定照合表あるいは銀行受領書（サービス費用が外

国企業の請求による振込であることの証明）  

  実際に発生した国際輸送業務取り扱いの証明書  

  税務機関が要求するその他の資料  
 

なお、契約書が外国語版であれば、法定代表者が署名または捺印した中国語訳

を提出しなければならない。  
 
届出表受理後の月次増値税申告書には、増値税免税額および免税に関連する

増値税の仕入税額の振替金額を計上する。  

注意すべきところは、増値税免税届出表と関連文書が受理されたとしても、税

務機関が将来の査定あるいは他の審査手続きを通じて免税の優遇措置を停

止する可能性がある。  
 
 
 

研究開発と 

テクノロジー 
 中国国外におけるエンジニアリング、鉱物資源の探査

サービス 

サービス受入側が中

国国外におり、かつサ

ービス目的物が中国

と充分な関係を構築し

ていない 
（類型 3） 

鑑定証明および

コンサルティング
 国外の企業に提供する認証、鑑定証明、コンサルティ

ング（中国国内にある貨物もしくは不動産に対しての

鑑定証明とコンサルティングを除く） 

研究開発と 

テクノロジー・ 
 国外の企業に提供する契約型エネルギー管理

（EPC）サービス（契約対象物が中国国内にある EPC
サービスを除く） 

その他（類型 4） 運輸  許可証がない国際輸送サービス 
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最新の改訂内容 

49 号公告では新たな進展が見られるが、改訂内容の多くは納税者に有利なもの

である。

 免税対象となるクロスボーダー役務提供の種類は増値税改革パイロ

ットプログラムの役務提供の輸出である。業界における改革プログラ

ムの進展に伴い、免税が適用されるクロスボーダー役務提供の取り

扱い範囲も拡大しつつある。��増値税免税は貨物輸出に関連した郵

便と集荷・配達サービスにも適用されるようになる。これは、貨物輸出

関連のサービス分野における増値税免税の新たな進展である。貨物

輸出と直接関係した他のサービスにも、今後、増値税免税の優遇措

置が適用される可能性を示唆している。

 49 号公告は、以前から不明確であった実務上の課題を解決した。そ

れは、研究開発と技術サービス、設計サービス、国際輸送サービスな

どに、同時に従事する納税者が増値税ゼロ税率、および増値税免税

の適用資格を同時に有している場合、ゼロ税率資格認定の取り消し

を前提に、増値税免税の優遇を申請することができる。

 定期用船（タイムチャーター）およびウェット・リース・サービスの増値

税免税優遇の措置は 49 号公告では削除された。これは、財税 106

号通達に基づき、定期用船およびウェット・リース・サービスには増値

税ゼロ税率が適用されるためである。

 これまで増値 税免税の申請に際しての主な問題点は 、サービスフロ

ー、発票フロー、キャッシュ・フローの一致が厳格に求められていたこ

とであった。そのため、国外のサービス受入側以外の者がサービス費

用を支払った場合、免税の適用は無効とされてきた。しかしながら、

49 号公告では、この条件を緩和し、国外企業へのサービス費用支払

い が、 国内の資金決済 センター または 国内 資金プーリングから行わ

れたとしても、増値税免税優遇措置を享受することができるようになり、

多国籍企業による資金決済センターの利用がますます活発化する。

このように今回の 49 号公告の発布は大きな前進である。

さらには、納税者が関連要件に適合し、所定の届出手続が完了したならば、49

号公告は 2014 年 10 月 1 日以前についても遡及適用を受けられる可能性があ

る。資金決済センターを採用したことで、これまで増値税免税優遇を享受できな

かった納税者も優遇適用の再申請が行える。

こ の よ う に 、 積 極 的 な 進 展 も 見 ら れ る 一 面 、 課 題 も 依 然 と し て 存 在 し て い る 。

KPMG の経験では、増値税免税申請における主な問題点は下記のとおりである。  

 移転価格の価格設定を明記した契約書に記載すべきサービス内容、

成果物、サービス費用の算定方法などの詳細説明がない。

 中国本社が契約を締結し、支社がサービス提供、発票発行、費用請

求などを行う（またはその逆の）場合に生じる問題。多くの国の税制に

おいては、支社の取り扱いは単独の納税者資格として容認されてい

ないが、中国では支社も独立の増値税納税者とみなしているためで

ある。したがって、納税者は支社の取り扱いに細心の注意を払う必要

がある。

 増値税免税の申請を取り扱う際に、ある税務官の場合、適用範囲を

非常に狭義に解釈しており、そのため一部のサービスを適用外とした。

しかしながら、同様のサービスは増値税の課税対象となっており、明
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らかに矛盾している。2015 年には増値税パイロットプログラムの範囲

はその他サービス業にまで拡大されるため、この矛盾は解消されると

期待できる。

増値税免税の申請手続きに関する提案 

KPMG はこれまで、多数のクライアントのために増値税免税を申請してきたが、

徴収免除の申請に役立つ幾つかの情報を挙げておく。

 ステップ 1 －情報収集

税務機関は増値税免税の申請を取り扱う際に、一般的には、役務提供の契約書、

インボイス、および支払を証明する銀行領収書を審査する。とりわけ契約書は最

も重要な書類である。また、多くの場合に納税者はサービス提供の真実性を証明

するため、契約書の正式条項（特に関連者への手配）を補足して改訂を行うか、

事前協議のための草稿なども提出する必要がある。

 ステップ 2 －  申請・評価

税務機関は、増値税免税の申請が、要件に適合している事由を説明した簡潔な

書面証拠の提出を求める傾向にある。このような機会の利用から税務機関に契

約履行の実際の業務を説明することができる。

 ステップ 3－文書的要件

納税者が税務機関に提出する文書は、多くの場合翻訳文面が必要となる。通常、

税務機関との会談は複数回に及び、さらなる証拠を提出したり、申請の際に不明

確とされた点を明確にする必要がある。

 ステップ 4 －検証

増値税免税の届出が承認されると、毎回の発票発行ごと、あるいは承認済み契

約書に従って、サービス費の支払いの度に増値税免税所得と仕入税額の振替計

上を記録しなければならない。過去に締結したクロスボーダー役務提供契約に変

更がある場合、納税者は免税の届出手続きを再度行わなければならない。ここで

重要になるのは、増値税免税となる仕入税額を振り替えた場合、当該税額振替

の算定方法の提出に備えておくことである。
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